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はじめに 

この度は、プレミアム付商品券「コロナに負けるな！ムーンフェスタしんなんよう応援チケット」

加盟店にご登録いただきありがとうございます。本商品券は、地元中小・小規模店舗での消費・

経済活動の好循環を促進することで、地域経済の継続した消費喚起を促すことを目的として発

行しています。 

本マニュアルは、加盟店の皆様への事務手続きや商品販売・サービスの提供、また換金の際の

留意事項等について理解を深め、円滑に運営ができるように作成致しました。 

加盟店の皆様には、このマニュアルをお読みいただき、販売やサービスに携わるご家族・従業

員の方々に以下の事項についてご周知くださいますようよろしくお願い致します。 

 

１．加盟店で最初に行っていただくこと 

①ステッカーを店頭やレジ付近等のお客様の目につきやすい場所に掲示をお願い致します。 

※複数枚ご入り用の際は、新南陽商工会議所までお申し出ください。 

②販売やサービスに携わるご家族・従業員の方々へ本商品券の取扱い内容に関する説明をよ

ろしくお願い致します。 

 

２．商品券を使用するお客様への対応 

①商品券は、額面５００円券１３枚を５，０００円、お１人様５セットまで販売致します。 

販売は、１１月１４日（日）のみ周南市学び・交流プラザ多目的ホールにて（１２：００～１４：０

０）１１月１５日（月）以降は新南陽商工会議所２階窓口（１０：００～１６：００平日のみ）とな

ります。 

②商品券は、周南市内にある中小・小規模店舗加盟店で使用できます。 

  加盟店につきましては、随時募集しており、新南陽商工会議所特設ページよりご確認い

ただけます。 

 

  

 

 

 

 

 

コロナに負けるな！ 

ムーンフェスタしんなんよう応援チケット 

特設ページでは、チケットの詳細情報

や加盟店一覧の確認ができます。  

特設ページQRコード 
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③スタンプラリーについて（購入者の使用方法） 

当商品券を使用し、加盟店でお支払い毎にスタンプを押していただきます。 

 スタンプを３つ以上集めて応募すると抽選で景品が当たります。 

 

お申込み方法について 

  スタンプラリー台紙をハガキに貼り、必要事項【氏名・住所・連絡先】をご記入の上、下記

宛先までご郵送いただくようになります。 

 

・申込締切 … 令和４年２月４日㈮ 必着 

   ・宛先    … 〒746-0017 

              周南市宮の前２丁目６番１３号 

              新南陽商工会議所 行 

 

 

④偽造防止のため商品券には加工をしています。カラーコピーなどをすると商品券全

体に「複製厳禁」と表示されます。 

偽造商品券の換金はできませんので、受け取りの際には真贋の見極めにご留意く

ださいますようお願い致します。 

 

※偽造商品券を発見の際は、新南陽商工会議所まで速やかにご報告をお願い致します。 

 

⑤商品券が使用できない商品（換金性の高い商品（ビール券、ギフト券、プリペイドカード

など） 、 その他各店指定の商品など）やサービスについては、お客様がわかるように店内に

掲示をお願い致します。 

 
⑥この商品券でのお買い物について、使用限度額はございません。なお、おつりは出さず、

購入金額の不足分についてはお客様から現金等でいただいてくださいますようお願い致し

ます。 

 
⑦商品券の利用期限（お客様がお使いいただける期限）は、令和４年１月３１日までとなり

ます。利用期限は商品券おもて面に記載しています。 
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【 『コロナに負けるな！ムーンフェスタしんなんよう応援チケット』の説明 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用期限に注意してください。 

令和4年2月1日以降は受け付け
ないようにしてください。 

コピーされるとチケットの全体に“複製厳禁”の文字

が浮き出します。 

ご注意ください。 

ゴム印や手書きで加盟店名を記入してください。 

スタンプラリー券 

（商品券綴りの裏表紙） 

スタ

ンプ 

商品券（おもて面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品券を使われたお客様が持参したスタンプラリ

ー券に、申込時に登録したスタンプ（シールでも

可）を押してください。 

※1回のお支払いにつき1個 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

]]

]] 

  

 

]]]] 
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3.商品と引き換えた商品券（使用済み商品券）の換金について 

①商品と引き換えた商品券（使用済み商品券）は、裏面の使用済店舗確認印欄に事業所名

を記載【手書きまたはゴム印】したうえ、換金手続きを行ってくださいますようお願い

致します。 

※事業所名の記載がない場合は、換金手続きに応じられませんので、必ず明記してくだ

さいますようお願い致します。 

 
②換金手続きは、新南陽商工会議所でお取り扱い致します。 

窓口で換金とお振込みの２つの方法があります。 

 
③換金手続きの際には、以下のものが必要となります。 

・使用済み商品券（うら面に事業所名を記載し、枚数を確認） 

・換金請求書（本マニュアルに付属） 

 

※使用済み商品券は、接着剤やホッチキス等で綴り合せず、１枚ずつ離れた状態でご提出く

ださい。銀行印や預金通帳は必要ございません。 

※換金請求書は換金の都度ご記入ください。【振込口座】欄につきましては、初回以外は省

略されて構いません。窓口で換金の場合は記入の必要はありません。 

 

④手数料は発生しません。 

換金手数料はありません。振込手数料は新南陽商工会議所が負担致します。 

 

窓口で換金の場合 

   指定日に新南陽商工会議所の窓口まで③をご持参ください。その場で換金致します。 

   なお５万円を超える換金につきましては後日お振込みとなります。ご了承ください。 

  

指定日…11月24日（水）、12月8日（水）、12月22日（水）、1月5日（水）、

1月19日（水）、2月2日（水）、2月9日（水）最終日 
    

    ※受付時間は１０：００～１６：００となっております。 

※事前に来所時間と換金される金額のご連絡をいただけますと、換金がスムーズになりますのでご協力 

のほどお願い致します。 電話番号：０８３４-６３-３３１５ 

 

  お振込みの場合 

 
 

   ③をご持参いただくか、簡易書留で新南陽商工会議所宛にご郵送ください。随時受付けを行い、上記

「指定日」を締め日とさせていただき、そこから数日中にお振込み致します。 

 

⑤換金期限（2月9日）を過ぎてからの換金には応じることが出来ませんのでご注意ください。 
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☆加盟店申込内容に変更があった場合や脱退する場合には新南陽商工会議所まで速やかにご

連絡いただけますようお願い致します。 

☆取扱加盟店が不正な行為を行い、本事業の信用を失墜した場合は加盟店の登録資格を取り

消すことがございますのでご了承をお願い致します。 

 

 

加盟店の皆様のご協力をよろしくお願い致します。 

新南陽商工会議所 

（初版 令和３年１１月１日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

       新南陽商工会議所 

電話番号：０８３４－６３－３３１５ 

Ｅ-ｍａｉｌ：info@s-cci.or.jp 

 

 

 


